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65
歳
以
上
（
第
１
号

被
保
険
者
）
で
一
定

以
上
の
所
得
が
あ

る
人
は
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
と
き
の
自
己
負

担
が
２
割
に
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
だ
よ
り

平
成
27
年
８
月
か
ら
介
護
保
険
制
度
の
こ
こ
が
変
わ
り
ま
す

　
２
割
負
担
と
な
る
の
は
、
本
人

の
合
計
所
得
金
額
が
１
６
０
万
円

以
上
の
方
。
た
だ
し
、
年
金
収
入

と
そ
の
他
の
合
計
所
得
金
額
の
合

計
額
が
単
身
で
２
８
０
万
円
未

満
、
65
歳
以
上（
第
１
号
被
保
険

低
所
得
者
の
施
設

利
用
者
の
食
費
・

居
住
費
の
適
用
要

件
が
変
わ
り
ま
す
。

　介護サービスを利用する場合に支払う利用者負担
額には、月々の負担の上限が設定されています。１ヵ
月に支払った利用者の負担の合計が負担の上限を超
えたときは、超えた分が払い戻されます。一般的な
所得の方の負担の上限は３万７千２百円です。申請
する際は、高齢福祉課に「高額介護サービス費等支
給申請書」を提出してください。

高額介護サービス費の
一部上限額が変わります

利用者負担区分 負担の上限（月額）
現役並み所得者　（新設） 44,400 円（世帯）
世帯内のどなたかが市民税を課
税されている方 37,200 円（世帯）
世帯の全員が市民税を課税され
ていない方 24,600 円（世帯）
世帯の全員が市民税を課税され
ていない方で、前年の合計所得
金額と公的年金収入額の合計が
年間 80 万円以下の方、もしく
は、老齢福祉年金の受給者

15,000 円（個人）

生活保護を受給している方 15,000 円（個人）

者
）の
方
が
２
人
以
上
い
る
世
帯

で
３
４
６
万
円
未
満
の
方
は
１
割

負
担
の
ま
ま
と
な
り
ま
す
。

　
利
用
者
負
担
額
に
は
、
月
額
の
上

限
額（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
）が
あ

る
た
め
、
実
際
の
負
担
は
自
己
負
担

が
２
割
に
な
っ
た
方
全
員
が
こ
れ
ま

で
の
２
倍
に
な
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

　
要
支
援
、
要
介
護
の
認
定
を
受

け
た
方
全
員
に
、
利
用
者
負
担
の

割
合（
１
割
ま
た
は
２
割
）が
記
載

さ
れ
た「
介
護
保
険
負
担
割
合
証
」

が
発
行
さ
れ
ま
す
。
保
険
証
と
と

も
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

と
き
に
必
要
に
な
り
ま
す
。

　
有
効
期
限：１
年
間

　
　
（
平
成
27
年
８
月
１
日
～

　
　
　
　
平
成
28
年
７
月
31
日
）

　
介
護
保
険
負
担
割
合
証
は
認
定

者
全
員
に
７
月
下
旬
に
高
齢
福
祉

課
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
介
護
保
険
３
施
設（
介
護
老
人
福

祉
施
設・介
護
老
人
保
健
施
設・介

護
療
養
型
医
療
施
設
）や
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
を
利
用
す
る
低
所
得
者

に
対
し
て
は
、
所
得
に
応
じ
た
自

己
負
担
の
上
限（
限
度
額
）が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
超
え
る
利

用
者
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
負
担
軽
減
対
象
者
の
条
件
に
住

民
票
上
の
世
帯
が
異
な
る（
世
帯
分

離
し
て
い
る
）配
偶
者
の
所
得
も
判

断
材
料
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
預
貯
金
な
ど
が
単
身

１
千
万
円
以
下
、
夫
婦
２
千
万
円

以
下
で
あ
る
場
合
に
の
み
負
担
軽

減
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

　
申
請
時
に
預
貯
金
な
ど
を
確
認

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
不
正
に

負
担
軽
減
を
受
け
た
場
合
に
は
、

そ
れ
ま
で
に
受
け
た
負
担
軽
減
に

加
え
、
加
算
金
が
か
か
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

区　　分
居　住　費

食　費従来型個室 多床室 ユニット型
個室

ユニット型
準個室

●生活保護受給者の方
●老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方

490円　
（320円） 0円 820円 490円 300円

●世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と
　課税年金収入額の合計が80万円以下の方

490円
（420円） 370円 820円 490円 390円

●世帯全員が市民税非課税で、上記に該当しない方 1,310円
（820円） 370円 1,310円 1,310円 650円

居住費・食費の自己負担限度額（１日あたり）

※（　）の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
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市役所庁舎　（下呂）☎24-2222　（萩原）☎52-2000
振興事務所　（小坂）☎62-3111　（金山）☎32-2201　（馬瀬）☎47-2111　教育委員会　☎52-2900☎
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チャンネル下呂
7月の番組表

チャンネル下呂
7月の番組表

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV

HV   

HV

HV

HV

HV

時 分 番組名

7
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 チャンネル下呂インフォメーション

8
0 もっと！週刊まめなかな

30 満天！ゆるりと下呂

45 下呂逗留

9
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 防災情報 

10 0 サイエンスチャンネル

11
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 多チャンネルのご案内

55 ＦＣ岐阜応援番組「緑の話を聞け！」

12
0 もっと！週刊まめなかな

30 岐阜県情報

13
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 和　暮らしのススメ 

14 0 マイナンバー制度のお知らせ

15
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 チャンネル下呂インフォメーション

16
0 もっと！週刊まめなかな

30 岐阜県情報

17
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 多チャンネルのご案内

55 ＦＣ岐阜応援番組「緑の話を聞け！」

18 0 サイエンスチャンネル

19
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 エコフロンティア

20
0 もっと！週刊まめなかな

30 満天！ゆるりと下呂 

45 下呂逗留

21
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 防災情報

22 0 サイエンスチャンネル

23
0    週刊まめなかな・テレビ回覧板

45 多チャンネルのご案内

55 ＦＣ岐阜応援番組　緑の話を聞け！

0～6 0 お買い物情報

チャンネル下呂の番号
    ◆地上デジタル放送
　市内全地域…12

●週刊まめなかな（毎週水曜日更新）
　季節の話題・スポーツ・展示会から学校の行事まで、市内の話
題が満載の市民のための情報番組です。朝７時から２時間おきに
１日９回放送します。

〈7月のコーナー〉
■7/1 ～ 7/14 こんにちは！市役所です
　市役所から耳寄りな情報や話題などをお知らせします。
　今回は、建築課から空き家等の適正管理に
ついてお知らせをします。
■ 7/8 ～ 7/21 まめ体操
　テレビを見ながら気軽にできる健康体操を
紹介します。今回は「お腹の体操」にチャレ
ンジしてみましょう！
■ 7/15 ～ 7/28 下呂市小学校リレー訪問
　子どもリポーターが自分たちの学校や地域を紹介します。
　今回は「金山小学校」を紹介します。

●満天！ゆるりと下呂（毎月１日更新）
　日本三名泉「下呂温泉」の湯けむり漂う
旅情をゆるりとお届けします。　
■放送時間：毎日 8 時 30 分から、20 時 30 分から

★情報提供はこちらへ★
チャンネル下呂  
■ FAX   34-0701
■ハガキ 〒509-1695
下呂市金山町大船渡 600 番地 8
金山振興事務所内 CCN（株）
■メール  chgero@ccn-catv.co.jp 
■ HP http://geronet.info/chgero/

※いずれの場合もお名前と連絡先を必ずご記入ください。
※情報提供にかかる個人情報は、目的以外には使用しません。
※市内各地域の振興事務所窓口でも情報の取り次ぎを行っています。

チャンネル下呂特別番組「鳳凰座歌舞伎 定期公演」
　下呂市御厩野の鳳凰座で今年 5
月 3 日と 4 日に「鳳凰座歌舞伎 
定期公演」が行われました。
　このうち、4 日の公演の模様を
チャンネル下呂では特別番組とし
てお送りします。

■放送日時：平成 27 年 7 月 18 日（土）18：00 ～、19 日（日）18：00 ～
※土曜日は公演前半、日曜日は公演後半を放送

■再 放 送：①平成 27 年 7 月 25 日（土）14：00 ～、26 日（日）14：00 ～
※土曜日は公演前半、日曜日は公演後半を放送
②平成 27 年 8 月 14 日（金）14：00 ～、15 日（土）14：00 ～
※金曜日は公演前半、土曜日は公演後半を放送


